
省

令

生
活
保
護
法
別
表
第
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

生
活
保
護
法
別
表
第
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省

令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

法
別
表
第
一
の
三
の
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
情
報
は
、
要
保
護
者
又
は
被
保
護
者

で
あ
っ
た
者
に
係
る
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六

年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
児
童
手
当
の
額
及
び
支
給
期
間

に
関
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
別
表
第
一
の
三
の
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
情
報
は
、
要
保
護
者
又
は
被
保
護
者

で
あ
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
給
付
の
額
及
び

支
給
期
間
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

一

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十

三
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
児
童
手
当

（
削
る
）

二

児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
特
例
給
付

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

令和年月日 水曜日 第号官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
別
表
第
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
定
め
る

省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。）第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
別
表
第
一
の
三
の
項
の
規
定
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
の
前
段
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
令
第
三
条
第
二
項
第

二
号
中
「
児
童
手
当
法
」
と
あ
る
の
は
、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律

第
四
十
七
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
手
当
法
」
と
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
七
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
生

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
活
保
護
法
別
表
第
一
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

土
屋

品
子




